
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度「基地周辺環境対策推進事業」 

有機フッ素化合物汚染源調査に係る専門家会議 

 

報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

 

 

沖 縄 県 
 

 



 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

１．はじめに ............................................................ 1 
1.1 専門家会議の趣旨及び目的............................................ 1 
1.2 専門家会議の設置.................................................... 1 
1.3 検討の経緯.......................................................... 1 

２．汚染源の特定に関する検討事項 ........................................ 2 
2.1 検討事項............................................................ 2 
2.2 汚染源の推定及び絞込み（これまでの検討内容）........................ 2 
2.3 令和６年度の検討事項................................................ 3 

３．調査ボーリング及び試験・分析結果の概要 .............................. 4 
3.1 調査ボーリングの概要................................................ 4 
3.2 試験・分析結果の概要................................................ 5 

４．汚染源特定に関する検討結果 .......................................... 6 
4.1 PFOS 等の検出状況 ................................................... 6 
4.2 課題に対する調査結果の考察......................................... 11 

５．本専門家会議における総括 ........................................... 15 
5.1 専門家会議での検討の総括........................................... 15 
5.2 検討課題として残った事項........................................... 16 
5.3 今後必要とされる事項............................................... 16 

 

 

巻末資料 

 

資料１ 委員名簿 

資料２ 専門家会議設置要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

１．はじめに 
 

1.1 専門家会議の趣旨及び目的 

有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAについては、全国の公共用水域や地下水での検出状況等か

ら令和２年５月に環境省が水質の要監視項目に位置づけ、暫定指針値として PFOS と PFOA の合計で

50ng/Lが設定されている。 

沖縄県は、平成 28 年度から水道水源を除く県内の河川や湧水等で有機フッ素化合物の残留実態調

査を行っており、これまでの調査において普天間飛行場北西側の湧水等から、暫定指針値を超過する

高濃度の有機フッ素化合物が継続して検出されている。 

普天間飛行場周辺については、これらの検出状況に加えて普天間飛行場の返還が予定されているこ

とから、早期に汚染源の特定を図り、原因者へ対策等を求め、円滑な跡地利用につなげていくことが

重要である。そのため、沖縄県は令和３年度に同飛行場周辺における有機フッ素化合物の汚染源の特

定を目的とした専門家会議を設置し、検討を行った。 

令和４年度から令和６年度は、令和３年度の専門家会議での検討内容等も踏まえて、基地周辺環境

対策推進事業（以下「本事業」という。）において、引き続き専門家会議委員による検討を行うととも

に、普天間飛行場周辺の地下水流向の把握に係る調査等を実施している。 

令和６年度「基地周辺環境対策推進事業」有機フッ素化合物汚染源調査に係る専門家会議（以下「専

門家会議」という。）における検討内容について、本報告書により報告する。 
 

1.2 専門家会議の設置 

環境水理学や地下水工学、応用地質学、環境リスク評価、環境動態解析の分野について、知見を有

する学識経験者で構成する専門家会議を設置した。 

専門家会議の委員名簿を資料１に、設置要綱を資料２に収めた。 
 

1.3 検討の経緯 

専門家会議における検討の経緯を表1.1に示し、会議の議事概要は資料３に収めた。 

 

表1.1 専門家会議における検討の経緯 

開催日 議事内容 

第１回 

令和６年７月31日(水) 

（1）PFOS等※の定期モニタリング結果 

（2）汚染源検討の経緯と方針 

（3）令和６年度調査の実施計画 

（4）その他(有機フッ素化合物汚染に関する動向など) 

第２回 

令和６年11月６日(水) 

（1）PFOS等※の定期モニタリング結果 

（2）令和６年度の調査ボーリング及び分析結果の概要 

（3）調査結果の考察と今後の実施計画 

（4）その他(有機フッ素化合物汚染に関する動向など) 

第３回 

令和７年２月４日(火) 

（1）PFOS等※の定期モニタリング結果 

（2）汚染源特定に関する検討 

（3）本事業における総括 

（4）その他(今年度中の実施予定、有機フッ素化合物汚染に関する動向など) 

※ 本報告書では「有機フッ素化合物」のうち普天間飛行場周辺で継続的に調査を実施している 
PFOS、PFOA、PFHxS、6:2FTSの４物質を「PFOS等」と称している。  
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２．汚染源の特定に関する検討事項 

  

2.1 検討事項 

 専門家会議では、前項に示した趣旨及び目的を達成するため、次の事項について検討した。 

 

① 普天間飛行場周辺でのボーリング調査や地下水調査等の結果、文献等情報の収集整理の結果に

基づく、有機フッ素化合物の汚染状況の整理および評価に関すること 

② 普天間飛行場周辺における有機フッ素化合物の汚染源の特定に向けた課題や対応に関すること 

 

2.2 汚染源の推定及び絞込み（これまでの検討内容） 

令和３年度に県が設置した専門家会議では、普天間飛行場周辺における PFOS 等の汚染源の推定及

び絞込みについて検討し、同飛行場内での PFOS 等の漏洩や流出等による汚染が発生した場合の移動

経路について想定した。 

これらの検討結果を踏まえ、令和４年度と令和５年度の専門家会議では図2.1に示すとおり、地下

水が普天間飛行場を横断して流下すると想定される方向に沿って調査ボーリング及び観測井戸の設

置を行い、地質状況や地下水位及び水質に関するデータの収集に努めた。また、汚染源の特定に必要

と考えられる条件及び今後把握すべき課題等については、表2.1に示すとおり整理した。 

 

 

出典）宜野湾市：宜野湾市自然環境保全に関する基本方向(平成24年３月)の一部に加筆して作成 

 

図2.1 PFOS等の移動経路と調査ボーリング及び観測井戸の設置位置 
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表2.1 汚染源の特定に向けた条件 

把握する項目 令和５年度までに把握した内容 今後把握すべきデータ等 

① 
PFOS等の使用・保管・

漏洩の履歴がある。 

普天間飛行場内で使用等の履歴あ

り。（令和３年度の専門家会議で検

討） 

既知の情報については把握済みで

あるが、今後新たな情報が得られれ

ば追加検討する。 

② 

飛行場の地下水上流・

下流側で PFOS 及び

PFOA 濃度に有意な差

がある。 

上流側は暫定指針値50ng/L以下、

下流側は 50ng/L 超過の濃度を示

す。（地下水下流側で令和５年度に

設置した観測井戸において、6,000 

ng/Lを超過する地点あり） 

Ｃ流域での調査密度が少ないエリ

アや最も高いPFOS等濃度が確認さ

れたＥ流域の下流側エリアにおい

て、地下水の水質調査を実施し、

PFOS等濃度を把握する。 

③ 

南東⇒北西方向以外

の地下水の流れがな

い。 

観測井戸の地下水位データに基づ

く地下水位等高線から、地下水流向

は南東⇒北西方向と推定。 

飛行場北西側の地下水は、飛行場を

上流とする流れとなっていること

を地下水流動シミュレーションで

定性的に検証。 

調査密度が少ないエリアで地盤や

地下水の水位調査を実施し、水位デ

ータの把握と島尻泥岩上面形状の

精査を行う。 

地盤モデルの精度を向上させ、地下

水流動の再検証に努める。 

④ 

飛行場と観測地点と

の間に高濃度な PFOS

等の地下浸透が生じ

る土地利用がない。 

普天間飛行場とR4-3孔の間は主に

住宅地、R5-1 孔は飛行場直近に位

置しており、PFOS 等の使用や埋設

の履歴は確認されない。 

既知の情報については把握済みで

あるが、今後新たな情報が得られれ

ば追加検討する。 

 

 

2.3 令和６年度の検討事項 

汚染源の特定に向けた条件とした事項やこれまでの水質モニタリング結果を踏まえ、令和６年度の

専門家会議では、以下の３つの課題を中心に整理して検討を行った。 

 

【課題Ⅰ】地下水質の不均質性 

Ｃ流域のシチャヌカーで検出される6:2FTSの構成比が大きい地下水の移動経路を確認するため、

R4-3孔～R5-4孔の間のR6-2孔で調査を実施し、琉球石灰岩を帯水層とする同一の地下水盆内での

水質の違い、島尻泥岩層上面形状との関係を確認した。 

 

【課題Ⅱ】地盤・地下水の調査範囲の拡大 

1,000ng/L を超える PFOS 等が検出しているＣ流域のメンダカリヒーガー～マジキナガー～アラ

ナキガーの上流側に位置するR6-3孔とR6-4孔で調査を実施した。また、Ｃ流域とＤ流域の境界付

近のR6-5孔で地質調査ボーリングを行い、島尻泥岩層の尾根部の分布状況を確認した。 

   

【課題Ⅲ】地下水流向とPFOS等濃度の整合性確認 

   Ｅ流域に位置する消火訓練施設の地下水下流側の R5-1 孔と西普天間地区の湧水では、PFOS 等濃

度に大きな差があるため、R5-1孔とチュンナガーの中間地点のR6-1孔でPFOS等濃度及び島尻泥岩

上面標高を確認し、地下水流向とPFOS等の検出状況、既往調査で想定されている等高線との整合性

を確認した。 
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３．調査ボーリング及び試験・分析結果の概要 

 

3.1 調査ボーリングの概要 

既往の文献資料等により普天間飛行場内は大きく３つの地下水流域（Ｃ流域～Ｅ流域）に区分され

ると推定していることを踏まえ、同飛行場周辺の地質や地下水の状況を把握するため、令和６年度は

図3.1に示すＣ流域内の下流側に３地点、Ｅ流域内の下流側に１地点の計４地点（R6-1～R6-4孔）に

おいて調査ボーリング及び観測井戸の設置を行った。また、島尻泥岩層の尾根部の分布状況を確認す

るため、Ｃ流域とＤ流域の境界付近の１地点（R6-5孔）においても地質調査ボーリングを行った。 

表3.1に調査ボーリングで確認された地質や地下水の概要を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1 調査ボーリング及び観測井戸設置の地点位置図 

 

表3.1 調査ボーリングで確認された地質や地下水の概要 

地 点 地質や地下水の概要 

R6-1 
Ｅ流域 

下流側 

地 質 島尻泥岩層上位に層厚38ｍ程度の石灰岩（塊状～岩屑状）が分布 

地下水 島尻泥岩層上面まで層厚2.6ｍ程度で石灰岩層下部(岩屑状)に分布 

R6-2 
Ｃ流域 

下流側 

地 質 島尻泥岩層上位に層厚4ｍ程度の石灰岩（岩屑状）が分布 

地下水 島尻泥岩層上面まで層厚0.4ｍ程度で石灰岩層下部(岩屑状)に分布 

R6-3 
Ｃ流域 

下流側 

地 質 島尻泥岩層上位に層厚32ｍ程度の石灰岩（塊状～岩屑状）が分布 

地下水 島尻泥岩層上面まで層厚3.6ｍ程度で石灰岩層下部(岩屑状)に分布 

R6-4 
Ｃ流域 

下流側 

地 質 島尻泥岩層上位に層厚20ｍ程度の石灰岩（塊状～岩屑状）が分布 

地下水 島尻泥岩層上面まで層厚0.7ｍ程度で石灰岩層下部(岩屑状)に分布 

R6-5 
Ｃ～Ｄ流域 

境界部 

地 質 島尻泥岩層上位に層厚6ｍ程度の石灰岩（岩屑状）が分布 

地下水 島尻泥岩層上面まで層厚1.0ｍ程度で石灰岩層下部(岩屑状)に分布 
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合計 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐 合計※1 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐

PFOS ng/g <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PFOA ng/g <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PFHxS ng/g <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

6:2FTS ng/g

４物質合計 ng/g

有機物含有量※2 ％

合計 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐 合計 直鎖 分岐

PFOS ng/g <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PFOA ng/g <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PFHxS ng/g <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

6:2FTS ng/g

４物質合計 ng/g

有機物含有量※2 ％

※1　各物質の合計値を算出する際は「<0.02」を0.02として合算している。また、合計値は数値の丸めの関係で各項目の和と一致しない場合がある。

※2　強熱減量550℃・4時間による測定結果を示す。 　　　　PFOS等を検出

1.2 0.6

試料深度：39.05～39.20m 試料深度：39.20～39.30m

<0.02 <0.02

<0.02 <0.02

R6-1（地下水位 以深）

塊状石灰岩 岩屑状石灰岩

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02

2.2 0.5 1.4 0.8

試料深度：34.20～34.30m 試料深度：22.80～22.90m 試料深度：23.03～23.13m

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02

分析項目 単位

R6-3（地下水位 以深） R6-4（地下水位 以深）

塊状石灰岩 岩屑状石灰岩 岩屑状石灰岩 塊状石灰岩

試料深度：32.88～33.00m

<0.02

― ― ― ― ― 0.8 0.7

0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.06

試料深度：4.40～4.50m 試料深度：4.82～4.90m 試料深度：5.00～5.10m

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

岩屑状石灰岩 岩屑状石灰岩 塊状石灰岩 岩屑状石灰岩

試料深度：0.10m～0.20m 試料深度：1.05～1.15m 試料深度：2.05～2.15m 試料深度：3.10～3.20m
分析項目 単位

R6-2（地下水位 以浅） R6-2（地下水位 以深）

盛土上部 盛土下部 岩屑状石灰岩

3.2 試験・分析結果の概要 

R6-1～R6-4 孔で採取したボーリングコアを用いて、地下水位以深の琉球石灰岩を対象とした PFOS

等の分析を実施した。R6-2孔においては、地下水位以浅の盛土及び琉球石灰岩も対象とした追加分析

を実施した。また、石灰岩の透水性を確認するため、R6-1～R6-4孔の観測井戸で現場透水試験を実施

して透水係数を把握した。 

 

（１）石灰岩等におけるPFOS等の濃度 

石灰岩等試料の分析結果（PFOS等含有量）を表3.2に示すが、R6-2孔の地下水位以深の石灰岩から

PFOSと6:2FTSが検出され、地下水位以浅の盛土及び石灰岩からは検出されなかった。 

また、R6-1、R6-3 、R6-4孔の石灰岩の地下水位以深からPFOS等は検出されなかった。 

 

表3.2 石灰岩等におけるPFOS等の分析結果（含有量試験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）石灰岩における透水係数 

令和４～６年度に行った現場透水試験から得られた透水係数は「1.70×10-6 ～1.56×10-3 m/s」で、

既往の文献資料等で提示されている透水係数(10-5 ～10-3 m/s)に近い結果となり、琉球石灰岩における

比較的妥当な透水係数と考えられる（表3.3参照）。 

 

表3.3 琉球石灰岩の透水係数 

実施年度など 透水係数（m/s） 試験方法 

令和４～５年度 
R4-3 R4-4 R5-1 R5-4 現場透水試験※ 

 

※ R4-3、R4-4では観測井戸での揚

水による試験（非定常法）、R5-1、

R5-4、R6-1～R6-4 ではスラグの

投入による試験（非定常法） 

1.70×10-6 2.18×10-5 4.37×10-4 4.82×10-4 

令和６年度 
R6-1 R6-2 R6-3 R6-4 

1.56×10-3 7.55×10-4 1.00×10-3 1.26×10-3 

試験値の範囲 1.70×10-6 ～ 1.56×10-3 

既往の文献値 10-5 ～ 10-3 オーダー 現場透水試験、揚水試験など 

注） 6:2FTS も含め PFOS 等の分析は、石灰岩試料に風乾・破砕・篩別等の処理を行い「土壌中の PFOS、PFOA 及び PFHxS の暫定測定方法について 
（令和５年７月31 日環境省水・大気環境局環境管理課事務連絡）」の＜参考＞土壌中の PFOS、PFOA 及び PFHxS に係る暫定測定方法で定量した。 
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４．汚染源特定に関する検討結果 

 

4.1 PFOS等の検出状況 

沖縄県が実施した平成28年度から令和５年度までの「有機フッ素化合物環境中残留実態調査」及び

「令和６年度有機フッ素化合物汚染源調査委託業務」で実施した調査結果を図4.1～図4.6に示す。 

なお、図4.1～図4.3はPFOS等の濃度分布と宜野湾市「平成18年度宜野湾市自然環境調査」に示

される地下水流域区分を重ね合わせて作成した。 

 

（１）PFOS等の濃度分布 

普天間飛行場内を経由した地下水下流側では、PFOS等４物質合計で1,000ng/Lを超える濃度が検出

される地点はＣ流域とＥ流域に分布し、Ｅ流域下流側のR5-1孔で最も高い濃度6,300ng/LのPFOS等

が検出されている（図4.1参照）。 

また、一部の地点を除き地下水下流側では、PFOS及びPFOAの暫定指針値である50ng/Lを超過する

地点が確認され、Ｅ流域下流側のR5-1 孔で最も高い濃度4,600ng/L の PFOS 及び PFOA が検出されて

いる（図4.2参照）。 

6:2FTSの検出状況については、地下水上流側では不検出または一時的に検出する地点が分布し、地

下水下流側では一部を除き連続的に検出する地点が分布している（図4.3参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
図4.1 地下水流域界とPFOS等(４物質の合計値)の濃度分布 

図中の（ ）：湧水地点の地盤標高値、観測井戸の地下水位標高値

：推定される地下水の流れ

：地下水流域の推定境界

：琉球石灰岩と島尻層群の表層地質の分布境界

湧水地点

観測井戸

地理院地図を加工して作成 

PFOS等４物質とは、PFOS、PFOA、

PFHxS、6:2FTSである。 
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図中の（ ）：湧水地点の地盤標高値、観測井戸の地下水位標高値

：推定される地下水の流れ

：地下水流域の推定境界

：琉球石灰岩と島尻層群の表層地質の分布境界

湧水地点

観測井戸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2 地下水流域界とPFOS及びPFOA（２物質の合計値）の濃度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3 地下水流域界と6:2FTSの検出状況 

地理院地図を加工して作成 

地理院地図を加工して作成 
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 （２）PFOS等の経時変化と積算降水量（湧水地点） 

令和５年度までの傾向と同様に、6:2FTS は１桁を超える濃度変動を示し、PFOS、PFOA、PFHxS は

6:2FTSと比べると濃度変動が小さく、概ね一定の濃度で推移している（図4.4参照）。 

また、一部の湧水におけるPFOS等濃度の変動は、採水前40～90日間の積算降水量に相関する傾向

が認められた。Ｃ流域下流側のシチャヌカーは積算降水量と負の相関があり、降雨の影響でPFOS等濃

度が低下する。一方、Ｄ流域下流側のヒヤカーガーやＥ流域下流側のチュンナガーは積算降水量と正

の相関があり、降雨の影響でPFOS等濃度が上昇する傾向がある（図4.6参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4 PFOS等濃度の経時変化（代表の湧水地点）  

注）2016年からの継続した経時変化を把握するため、2016年から測定している直鎖体のみの濃度をもとに経時 
変化を作成（分岐異性体は含まず） 
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 （３）PFOS等の経時変化と積算降水量（観測井戸） 

普天間飛行場周辺で最も高い濃度のPFOS等が検出されたＥ流域下流側のR5-1孔では、PFOS等４物

質のうちPFOSの割合が最も高く、概ね一定の濃度で推移しているが、今後もデータを蓄積して変動傾

向の把握が必要である（図4.5参照）。 

Ｃ流域下流側の R4-3 孔における PFOS 等濃度の変動は、採水前 30 日間の積算降水量と正の相関が

あり、降雨の影響でPFOS等濃度が上昇する傾向がある。また、１桁を超える範囲で濃度の上昇・低下

を繰り返す傾向がある（図4.6参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.5 PFOS等濃度の経時変化（観測井戸）  

注）8ページに示した下流側の湧水の経時変化と比較できるよう、2016年から湧水で測定している直鎖体のみの
濃度をもとに経時変化を作成（分岐異性体は含まず） 
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図4.6 PFOS等濃度と積算降水量の相関  

注）2019年からの継続した経時変化を把握するため、2016年から測定している直鎖体のみの濃度 
をもとに経時変化を作成（分岐異性体は含まず） 
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4.2 課題に対する調査結果の考察 

普天間飛行場周辺における汚染源の特定及び汚染メカニズムの解明に向けた課題に対する調査結

果の考察について、以下の（１）～（４）にその概要をまとめた。 

 

 （１）【課題Ⅰ】地下水質の不均質性 

Ｃ流域のシチャヌカーに類似した6:2FTSの構成比が40％程度と大きい水質を、R6-2孔の地下水で

確認した（図4.7参照）。R6-2孔のPFOS等濃度はシチャヌカーより低いが島尻泥岩層の上面形状も考

慮すると、普天間飛行場内からシチャヌカーへ流下する地下水は、R6-2孔の近傍をすり抜けるなど比

較的狭い範囲を流動していると推定される（図4.8参照）。石灰岩が帯水層となる地盤中では、同一の

地下水盆内とされていた場所でも、局所的な地下水流動の影響で、水質が異なると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.7  PFOS等濃度の分布と構成比（Ｃ流域 地下水下流側の南西部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.8 地形分類図と島尻泥岩層上面等高線の重ね合わせ（Ｃ流域 地下水下流側の南西部） 
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 （２）【課題Ⅱ】地盤・地下水の調査範囲の拡大 

Ｃ流域のメンダカリヒーガー～マジキナガー～アラナキガーの上流側に位置するR6-3孔とR6-4孔

の地下水から 1,000ng/L を超える PFOS 等は検出されず、普天間飛行場内から当該の湧水へ流下する

地下水の経路は確認されなかった（図4.9参照）。ただし、普天間飛行場の直近に設置したR6-3孔の

地下水から100ng/Lを超えるPFOS等が検出しているため、当該のPFOS等は同飛行場内から流出した

可能性が高いと考えられる。 

なお、R6-5孔での地質調査ボーリングの結果、Ｃ流域とＤ流域を隔てる明瞭な島尻泥岩層の尾根部

は確認されなかった（図4.10参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.9  PFOS等濃度の分布と構成比（Ｃ流域 地下水下流側の北東部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.10 地形分類図と島尻泥岩層上面等高線の重ね合わせ（Ｃ流域 地下水下流側の北東部） 
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 （３）【課題Ⅲ】地下水流向とPFOS等濃度の整合性確認 

Ｅ流域に位置する消火訓練施設の下流側である R5-1 孔の地下水から、普天間飛行場周辺で最も高

い濃度の PFOS 等が検出されている。R5-1 孔から下流側の湧水に向かうにつれ PFOS 等の濃度が低下

し、その構成比も類似していることから、R5-1孔周辺の地下水は、比較的狭い範囲をチュンナガー及

びウブガー(伊佐)へ向かい流動していると推定される（図4.11参照）。なお、R5-1孔～チュンナガー

間に位置する R6-1 孔の PFOS 等４物質の構成比は R5-1 孔と類似していることから、同じ起源をもつ

地下水であると考えられるが、汚染プルームの中心から離れた端部に位置するため濃度が低いと考え

られる。 

また、湧水地点から谷(Vs)や谷底低地(Vp)が刻まれた方向へ辿ると、溶食凹地(Vs’)が分布してい

ることから、これらの地形分布が地下水の流動に影響している可能性がある（図4.12参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.11  PFOS等濃度の分布と構成比（Ｅ流域 地下水下流側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.12 地形分類図と島尻泥岩層上面等高線の重ね合わせ（Ｅ流域 地下水下流側） 
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 （４）【その他】流出事故時の泡消火薬剤の成分 

2016 年以前に普天間飛行場で使用されていた古いタイプの「レガシーPFOS 泡消火薬剤」の成分は

PFOS が主体であったが、2016 年頃から PFOS および PFOA を主成分としない新しいタイプの「モダン

フルオロテロマー泡消火薬剤」へ入替えが開始されている。 

Ｃ流域の格納庫から 2020 年４月の事故で流出した泡消火薬剤は、6:2FTS の親物質である 6:2-

FtTAoS主体の「モダンフルオロテロマー泡消火薬剤」と考えられるため、6:2-FtTAoSの標準液や事故

時に採取した泡サンプル、Ｃ流域の湧水を対象に分析・検証を行った（図4.13参照）。 

分析の結果、新しいタイプの泡消火薬剤の主成分である6:2-FtTAoSは、環境中に放出された後、地

下水や湧水に至るまでに酸化され、6:2FTSへと変化して検出されたと推定される。 

 

 

図4.13 各種試料の分析で得られたクロマトグラム  
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５．本専門家会議における総括 

専門家会議では、普天間飛行場周辺における有機フッ素化合物の汚染源の特定に向けて重要とされた

地質や地下水位及び水質データの収集に努めてきた。 

令和６年度は、３ヵ年にわたる本事業の最終年度となるため、得られた専門家会議での検討成果を総

括し、「検討課題として残った事項」や「今後必要とされる事項」を以下にまとめた。 

 

5.1 専門家会議での検討の総括 

令和６年度までの調査結果から把握した内容に基づき、汚染源の特定に必要と考えられる条件等を

表5.1に整理したが、①～④の項目に関する条件を満たしていると評価した。 

また、検討成果における総括の概要は、表5.2に整理したとおりである。 

 

表5.1 汚染源の特定に向けた条件 

把握する項目 令和６年度までに把握した内容 評価結果など 

① 
PFOS等の使用・保管・

漏洩の履歴がある。 

普天間飛行場内で使用等の履歴あり。

（令和３年度の専門家会議で検討） 
把握済み 

② 

飛行場の地下水上流・

下流側で PFOS 及び

PFOA 濃度に有意な差

がある。 

上流側は暫定指針値50ng/L以下、下流

側は50ng/L超過の濃度を示す。 

概ね把握済み 

(地下水下流側の観測井戸で 6,000ng/L

を超過する地点を確認) 

③ 

南東⇒北西方向以外

の地下水の流れがな

い。 

普天間飛行場北西側の地域の地下水

は、飛行場を上流とする流れとなって

いることを評価。 

概ね把握済み 

(島尻泥岩層の上面形状や地形的な特徴

を考察し、地下水流動を検証) 

④ 

飛行場と観測地点と

の間に高濃度な PFOS

等の地下浸透が生じ

る土地利用がない。 

普天間飛行場と R4-3 孔の間は主に住

宅地、R5-1孔は飛行場直近に位置して

おり、PFOS等の使用や埋設の履歴は確

認されない。 

把握済み 

 

表5.2 検討成果における総括の概要 

対象 総括の概要 

飛行場 

全域 

・PFOS等の汚染源となり得る場所は、普天間飛行場内に存在すると考えられる。 

・地下水下流側で検出される「PFOS、PFOA、PFHxS」は古いタイプのレガシーPFOS泡消火薬

剤、「6:2FTS」は新しいタイプのモダンフルオロテロマー泡消火薬剤に由来している可能性

が考えられる。 

・降雨の影響による濃度変動より、地下浸透したPFOS等は、地下水とともに下流側へ直ちに

流下するだけでなく、不飽和帯に残留して雨水とともにPFOS等が地下水へ供給されている

ことが考えられる。 

Ｃ流域 

・PFOS等の汚染源となり得る場所は、泡消火薬剤の保管等が確認されたＣ流域内の格納庫と

考えられる。 

・シチャヌカーで湧出する地下水は、R5-4～R4-3孔の間（R6-2孔近傍）の比較的狭い範囲を

流下していると考えられる。 

Ｄ流域 
・PFOS等の汚染源となり得る場所は、泡消火薬剤の保管等が確認されたＤ流域内の格納庫の

可能性があると考えられる。 

Ｅ流域 

・PFOS等の汚染源となり得る場所は、泡消火薬剤の使用等が確認された消火訓練施設と考え

られる。 

・消火訓練施設で使用した泡消火薬剤由来の高濃度なPFOS等を含む地下水は、R5-1孔付近

を経由してチュンナガーなどの湧水地点へ向かい流下している。 
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5.2 検討課題として残った事項 

専門家会議での成果を踏まえ抽出した「検討課題として残った事項」を表5.3に整理した。 

 

表5.3 検討課題として残った事項 

課題として残った事項 対応例 

①汚染源におけるPFOS等の残留状況 

一部の湧水や地下水で積算降水量とPFOS等濃度

の変動傾向との相関関係が把握でき、普天間飛行

場内の汚染源におけるPFOS等の残留が推定された

が、その濃度や位置、深さを推定できるまでのデ

ータは得られなかった。 

・湧水及び観測井戸の水質モニタリングの継続 

・降雨後の連続採水・分析 

②Ｄ流域の地下水流路 

Ｃ流域とＥ流域については、普天間飛行場から

のPFOS等を含む地下水流路はほぼ把握されたが、

Ｄ流域では下流側の湧水と同等のPFOS等濃度の地

下水は確認されず、十分に把握できなかった。 

・これまでに調査対象としていない地下水下流

側の湧水地点での水質分析 

・地下水の流路形成に関わる調査（文献調査、

現地踏査など） 

・トレーサー試験等による地下水流路の確認 

③PFOS等４物質以外による水質の分類 

PFOS等４物質の構成比から水質を分類したが、

さらに分類の精度を向上することで、より具体的

な汚染源の特定につながる可能性がある。 

・PFOS等４物質以外のPFASの分析 

・前駆体の検出の有無やその他指標となり得る

物質の検討 

 

 

5.3 今後必要とされる事項 

検討成果の総括及び残った検討課題を踏まえた「今後必要とされる事項」は、下記のとおりである。 

 

✔普天間飛行場周辺の地下水下流側において、高濃度のPFOS等が検出されていることから、湧水及び

観測井戸を対象に、地下水位やPFOS等濃度を把握するモニタリングを実施し、汚染状況の監視を継

続する。 

✔一部の湧水や地下水で積算降水量と PFOS 等濃度の変動傾向との相関関係を把握できたが、より詳

細に検証する。 

✔PFOS等４物質の構成比から水質を分類したが、泡消火薬剤中（レガシーPFOS及びモダンフルオロテ

ロマー）の有機フッ素化合物の前駆体や生成物等に係る情報を収集し、実試料を分析することで汚

染源の特定につなげる。 

✔蓄積されたモニタリングデータ等の精査や評価を行い、溶食凹地など普天間飛行場内の地形的な特

徴も考慮した調査ボーリングを実施し、特にＣ流域の汚染メカニズムのさらなる解明を行うことが、

汚染の浄化など対策へつなげるために必要である。 

 

以上 
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＜資料２＞ 

専門家会議設置要綱 

 

 

 

  



令和６年度「基地周辺環境対策推進事業」有機フッ素化合物汚染源調査に係る専門家会議 

設 置 要 綱 

 
１．趣旨及び目的 

沖縄県が平成 28 年度から実施している有機フッ素化合物等を対象とした調査において、

普天間飛行場周辺の湧水等で環境省の定める暫定指針値（50ng/L）を超過する有機フッ素化

合物が検出され続けていることが確認されており、沖縄県は令和５年度に普天間飛行場周

辺における有機フッ素化合物の汚染源の特定を目的とした専門家会議を開催している。 

令和５年度の専門家会議での検討内容も踏まえて、引き続き令和６年度「基地周辺環境

対策推進事業」有機フッ素化合物汚染源調査に係る専門家会議（以下「専門家会議」という）

を設置し、普天間飛行場周辺の地下水流向把握に係る調査や文献等情報の収集整理の結果

をもとに、同飛行場周辺における有機フッ素化合物の汚染源の特定を図る。 

 

２．検討事項 

専門家会議は、前項に規定する趣旨を達成するため、次の事項について検討する。 

① 普天間飛行場周辺でのボーリング調査や地下水調査等の結果、文献等情報の収集整理

の結果に基づく、有機フッ素化合物の汚染状況の整理および評価に関すること 

② 普天間飛行場周辺における有機フッ素化合物の汚染源の特定に向けた課題や対応に

関すること 

 

３．専門家会議の設置及び運営 

沖縄県から「令和６年度有機フッ素化合物汚染源調査委託業務」を委託された応用地質・

沖縄環境保全研究所特定業務共同企業体が、専門家会議を設置し、運営を行うものとする。 

 

４．専門家会議の構成 

（１）専門家会議は環境水理学、地下水工学、応用地質学、環境リスク評価、環境化学等の

分野について、知見を有する学識経験者より成る委員をもって構成する。 

（２）専門家会議には座長を置く。座長は会議の議事運営に当たる。 

（３）座長は委員の互選により定め、座長が欠けた時は改めて委員の互選により定める。 

（４）専門家会議では、必要に応じて同会議以外の知見を有する者から意見を聴取する。 

（５）専門家会議の会期は令和７年３月末までとし、同会議の委員の任期も同じとする。 

 

５．検討結果の報告 

前出の２項に定める検討事項の結果については、座長の承認をもって応用地質・沖縄環境

保全研究所特定業務共同企業体が取りまとめ、沖縄県に報告する。 

 

６．その他 

（１）専門家会議の庶務は、応用地質・沖縄環境保全研究所特定業務共同企業体が行う。 

（２）専門家会議の招集は、座長及び沖縄県と協議の上、応用地質・沖縄環境保全研究所特

定業務共同企業体が行う。同会議には座長及び過半数の委員の出席がなければ開催

することができない。 

（３）専門家会議は、会期内に３回開催するものとする。 

（４）専門家会議の議事概要及び報告書は、県でとりまとめの上、原則公開する。委員は職

務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（５）その他専門家会議の運営に関して必要な事項は、座長が別途定める。 

 

以 上 


